
豪雨災害で被災された皆さんへ お見舞い申し上げます 

お困りごとなどございましたらご相談ください 
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被害の程度 住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合 

全壊 50％以上 住家流失または床上 1.8m 以上の浸水 

大規模半壊 40％～50%未満 床上 1.8m 未満の浸水 

中規模半壊 30%～40%未満 床上 0.5m～1.0m 未満の浸水 

半壊 20%～30%未満 床上 0.5m 未満の浸水 

準半壊 10%～20%未満 

準半壊に至らない（一部損壊） 10%未満 床下浸水 

暮らしに希望を H O P E
市 政 れ ぽ ー と   ℡ 888-5413 Fax 866-0998 日本共産党秋田市議団 

（しんぶん赤旗 日刊紙 7/19 付 1 面） 

（7/25 申し入れ書を受け取る鎌田副市長。佐藤広久
元市議も同席しました。鈴木さとし元市議が撮影） 

14 日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞いを
申し上げます。炎天下での復旧作業は適度な休憩と水分補給で、
熱中症などにはご注意なさってください。 

 
日本共産党市議団は、被災者を訪問し、被害の調査を聞き取

り、ボランティアの組織と派遣をしています。 
「何をどうしたら良いのかわからない」「片づけに人手が欲し

い」という方はご相談ください。 
国、県、市の連携で復興に力を尽くします。 

日本共産党秋田市議団 

〇 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度（準備中 7/29 現在）秋田市都市総務課 ℡018-888-5772 

豪雨災害により住宅が準半壊以上の被害を受けた世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な

修理について、秋田市が業者に依頼し、修理費を直接業者に支払う制度です。 

対象は、（１）秋田市にお住まいの方 (2) 住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること  

（３） 応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること。 

・大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合：70.6万円以内（1世帯当たり） 

・半壊に準ずる程度の損傷を受けた場合：34.3万円以内（1世帯当たり） 

注：限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります 

個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度は利用できなくなるためご注意ください。 

 

 

まずは、罹災証明書を申請しましょう！ 
同居の場合は必ず、世帯ごとに申請しましょう。 



 

 

  

静岡市の永野海弁護士のブログより転載させていただきました。ご参考にしてください。 


